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　下水道が整備された地域の皆さんが実際に使用を開始するまでに行っていただく手続きなど
を、広報津２月16号でお知らせしました。
　今回は、家庭や事業所で発生する汚水を下水道に流すために実施していただく排水設備工事
や、工事を行う際に受けられる融資あっせん、補助金などについて紹介します。

　排水設備工事や水洗便所への改
造工事に必要な工事費を融資あっ
せんします。
融資金額　１件につき100万円まで
利　息　年利１％　
　※供用開始の日から３年以内に改造工事を
　　行うと、年利１％を津市が利子補給します。
返済方法　５年以内の元利均等償還

　公共下水道工事(本管工事)の完了後、供用開
始した日から３年以内に、排水設備工事(宅地
内排管等工事)を実施してください。
　この工事は各家庭や事業所から、津市が指定
する「排水設備指定工事店(市内外約400業者)」
に直接依頼し行っていただくもので、雨水を除
く、トイレ・風呂・台所・洗面所・洗濯などで使用し
た全ての汚水を下水道へ流すことになります。
　また、工事を行う際は、既設の浄化槽の清掃
や、くみ取りなどを行う必要があるため、契約し
ている清掃業者へ接続の時期などをご相談く
ださい。なお、公共下水道へ接続するまで、既設
の浄化槽は浄化槽法に基づき適切に管理して
ください。

　水洗便所の改造に要する工事費を
助成します。
対　象　①生活保護法に規定する生
　活扶助を受けている世帯 ②市・県民税が非   
　課税の世帯
助成金額　①全額(住宅扶助を受けた費用は除く)
　②工事費の10分の１以内(３万5,000円まで)

　公共下水道への接続で不要となる浄化槽を雨
水貯留槽に転用する場合、工事費の一部を補助
します。
補助金額　工事費の３分の２以内(10万円まで)

●雨水貯留タンク設置補助金
水洗便所改造資金融資あっせん、補助金などを紹介水洗便所改造資金融資あっせん、補助金などを紹介

　雨水排水区別計画区域内の建物に雨水貯留
タンク（貯留容量80ℓ以上）を設置する場合、工
事費の一部を補助します。
補助金額　工事費の３分の２以内(４万円まで)

●水洗便所改造費助成金

排水設備工事（宅地内排管等工事）は３年以内に実施を排水設備工事（宅地内排管等工事）は３年以内に実施を

●浄化槽雨水貯留施設転用補助金
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●水洗便所改造資金融資あっせん

排水設備指定工事店へ
工事を依頼

詳しくは下水道建設課維持担当(　239－1036)へお問い合わせください


